
住⺠（代理⼈） 郵便局 本庁

①請求書に必要事項を記⼊・押印
し委任状とともに提出。

⑫⼿数料の⽀払い。

提出・
提示

請求

⑬⼿数料を受領し、領収書を作成。
⑭証明書と領収書を引渡し。支払

引渡し
⑮証明書、領収書を受領。

⑯請求書の枚数、⾦額をとりまと
め、本庁に送付。

③請求書の記載事項をＰＣを使って
エクセル等にデータ⼊⼒。
④⼊⼒内容をお客さまに確認いただ
き、サインをいただく。
⑤請求書・委任状のスキャンデータ
及び⼊⼒データファイルを本庁へ送
信。

②請求書・委任状を受領し、記載
漏れがないか、本⼈確認⽤の書類
があるかなどを形式的に確認。

郵送

⑨専⽤プリンタにて証明書を発⾏
⑩発⾏された証明書をお客さまに確
認いただく。
⑪⼿数料を請求。

⑥委任状の内容、データファイルを
確認した上で、各システムへ⼊⼒
（住基システム・印鑑登録システム
については、⾃動⼊⼒によりデータ
連携を⾏うＲＰＡソフトを導⼊して
いる）
⑦内容を審査し、交付を決定。
⑧交付を決定した証明書を郵便局の
プリンタで発⾏。

④ 公的証明書（代理請求）交付⼿続の現⾏事務フロー ※ 内が求める措置

各種システムに接続され
ていない郵便局のPC

請求データ送信

専⽤線

交付証明書を
発行

⑰送付された書類の確認。

各種システム※

データ
抽出

※住基ｼｽﾃﾑ
印鑑登録ｼｽﾃﾑ
戸籍ｼｽﾃﾑ
財務会計ｼｽﾃﾑ

データ
照会

９
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〇 課題となっている業務が郵便局で処理可能となれば、以前⽀所で
⾏っていた窓⼝業務がすべて郵便局で対応できることになる。

〇 住⺠にとって⾝近で、⽇々の⽣活に不可⽋な郵便局と連携するこ
とによるワンストップサービス化と住⺠サービスの向上、常駐職員
の削減による⾏政効率が改善される。

〇 郵便局の利⽤者が増えることにより地元商店街の賑わいにも繋が
ることが期待される。

制度改正による効果
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〇 「競争の導⼊による公共サービスの改⾰に関する法律」や関係通知に
より⺠間事業者への委託が可能な事務が⽰されており、以下の事務も同
枠組においては委託可能とされている。

◆ 住⺠異動届の受付、住⺠票の記載、転出証明書の作成・引渡し

◆ 印鑑登録（住⺠基本台帳事務に準じた取扱い）

〇 しかし、市町村職員の常駐が基本とされている等、同枠組の活⽤によ
り⽀障を解決することは困難

公共サービス改⾰
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